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取 締 役

平 松 正 嗣
ひ ら ま つ ま さ し

代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員

取 締 役 常 務 執 行 役 員 取 締 役 常 務 執 行 役 員

代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

夏 原 陽 平
な つ は ら よ う へ い

取 締 役 上 席 執 行 役 員 社 外 取 締 役 

平 塚 善 道
ひ ら つ か よ し み ち

2 0 0 1 年 9 月

2 0 1 2 年 5 月

2 0 1 3 年 2 月

2 0 1 4 年 5 月

2 0 1 5 年 5 月

2 0 1 6 年 2 月

2 0 1 7 年 2 月

2 0 1 8 年 2 月

2 0 1 8 年 5 月

2 0 2 0 年 5 月

2 0 2 2 年 2 月

当 社 入 社

当 社 取 締 役 S M 営 業 部 長 就 任

当 社 取 締 役 店 舗 営 業 本 部 長

兼 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 就 任

当 社 常 務 取 締 役 店 舗 営 業 本 部 長 兼 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 店 舗 営 業 本 部 長 兼 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 兼 社 長 室 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 中 国 室 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 中 国 室 長 兼 情 報 管 理 部 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 中 国 室 長 就 任

当 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 兼 中 国 室 長 就 任

当 社 取 締 役 専 務 執 行 役 員 管 理 本 部 長 就 任

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 当 社 の 取 締 役 と し て Ｓ Ｍ 営 業 部 長 、 店 舗 営 業 本 部 長 、 経 営 企 画

本 部 長 等 を 経 て 、 管 理 本 部 長 を 務 め る な ど 、 営 業 ・ 経 営 企 画 ・ 管 理 分 野 に

関 す る 豊 富 な 経 験 と 幅 広 い 知 見 を 有 し て い る た め 。

［ 選 任 理 由 ］

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 複 数 店 舗 の 管 理 者 を 経 て 、 教 育 人 事 部 長 と し て 店 舗 営 業 お よ び 人 事 ・

人 材 開 発 に つ い て 豊 富 な 経 験 と 知 識 を 有 し て お り 、 当 社 は 、 同 氏 の こ れ ま で の

実 績 お よ び 人 柄 を 踏 ま え 、 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 監 査 ・ 監 督 し 、 ま た 、 当 社 の

人 材 戦 略 に つ い て 提 言 で き る と 判 断 し た た め 。

　 同 氏 は 、 弁 護 士 と し て 豊 富 な 経 験 と 知 識 が あ り 、 専 門 的 な 見 地 か ら 当 社 の

経 営 全 般 に 的 確 な 助 言 を い た だ く た め で あ り 、 当 社 は 社 外 取 締 役 と し て の 職 務

を 適 切 に 遂 行 す る こ と が で き る も の と 判 断 し た た め 。

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 税 理 士 と し て 税 務 な ら び に 会 計 分 野 に お い て 豊 富 な 経 験 と 知 識 が

あ り 、 専 門 的 な 見 地 か ら 当 社 の 経 営 全 般 に 的 確 な 助 言 を い た だ く た め で あ り 、

当 社 は 社 外 取 締 役 と し て の 職 務 を 適 切 に 遂 行 す る こ と が で き る も の と 判 断 し た た め 。

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 当 社 の 商 品 計 画 ・ 店 舗 営 業 分 野 の 経 験 が 豊 富 で あ り 、 さ ら に Ｓ Ｃ

事 業 部 長 を 経 て 開 発 本 部 長 を 務 め る な ど 、 テ ナ ン ト 開 発 ・ 店 舗 開 発 分 野 に

関 す る 豊 富 な 経 験 と 幅 広 い 知 見 を 有 し て い る た め 。

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 行 政 機 関 お よ び 経 営 コ ン サ ル テ ィ ン グ の 経 験 を 通 じ て 多 数 の 企 業

改 革 お よ び 自 治 体 ・ 国 際 機 関 の 組 織 改 革 に 携 わ っ て き た 豊 富 な 知 識 ・ 経 験 を

有  し て い る た  め  。

1 9 8 6 年 3 月

2 0 1 2 年 2 月

2 0 2 2 年 2 月

2 0 2 2 年 5 月

当 社 入 社

当 社 教 育 人 事 部 長

当 社 管 理 本 部 長 付 人 権 ・ 人 材 担 当 部 長

当 社 取 締 役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 就 任

［ 選 任 理 由 ］1 9 9 9 年 4 月

1 9 9 9 年 4 月

2 0 1 3 年 6 月

2 0 2 0 年 5 月

弁 護 士 登 録 （ 大 阪 弁 護 士 会 ）

淀 屋 橋 合 同 法 律 事 務 所

（ 現 弁 護 士 法 人 淀 屋 橋 ・ 山 上 合 同 ）

入 所

司 法 試 験 考 査 委 員 （ 商 法 担 当 。 2 0 1 5 年 ま で 。 ）

当 社 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 就 任

1 9 8 5 年 2 月

1 9 8 5 年 2 月

2 0 0 3 年 2 月

2 0 1 8 年 5 月

2 0 1 9 年 9 月

税 理 士 登 録 （ 近 畿 税 理 士 会 草 津

支 部 所 属 ）

山 川 会 計 事 務 所 開 設

税 理 士 法 人 中 央 総 研 設 立

当 社 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 就 任

株 式 会 社 中 央 総 研 設 立

2 0 1 0 年 1 月

2 0 1 0 年 5 月

2 0 1 1 年 2 月

2 0 1 2 年 2 月

2 0 1 3 年 2 月

2 0 1 5 年 5 月

2 0 1 7 年 5 月

2 0 2 0 年 5 月

当 社 入 社

当 社 常 務 取 締 役 社 長 補 佐

兼 経 営 企 画 部 管 掌 就 任

当 社 常 務 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 就 任

当 社 常 務 取 締 役 店 舗 営 業 本 部 長 就 任

当 社 常 務 取 締 役 営 業 統 括 本 部 長 就 任

当 社 専 務 取 締 役 営 業 統 括 本 部 長 就 任

当 社 代 表 取 締 役 社 長 兼 C O O

兼 営 業 統 括 本 部 長 就 任

当 社 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員

営 業 統 括 本 部 長 就 任

　 同 氏 は 、 他 社 で の 多 様 な 業 務 経 験 に 加 え て 、 当 社 の 取 締 役 と し て 経 営 企 画

本 部 長 、 店 舗 営 業 本 部 長 、 営 業 統 括 本 部 長 を 経 て 、2 0 1 7 年 ５ 月 以 来 当 社 の

代 表 取 締 役 を 務 め る な ど 、 経 営 企 画 ・ 営 業 分 野 に 関 す る 豊 富 な 経 験 と 幅 広 い

知  見  を  有  し て い る た  め  。

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 当 社 の 取 締 役 と し て 営 業 推 進 室 長 、 経 営 戦 略 室 統 括 、 営 業 統 括 本 部

副 本 部 長 兼 経 営 戦 略 室 統 括 を 経 て 、 商 品 本 部 長 を 務 め る な ど 、 営 業 ・ 経 営 戦 略 ・

商 品 計 画 分 野 に 関 す る 豊 富 な 経 験 と 幅 広 い 知 見 を 有 し て い る た め 。

［ 選 任 理 由 ］

　 同 氏 は 、 当 社 の G M S 営 業 部 長 、S M 営 業 部 長 、 執 行 役 員 滋 賀 第 三 営 業 部 長

を 経 て 、 上 席 執 行 役 員 店 舗 営 業 本 部 長 を 務 め る な ど 、 店 舗 営 業 分 野 に 関 す る

豊 富 な 経 験 と 知 見 を 有 し て い る た め 。

2 0 0 2 年 4 月

2 0 1 2 年 5 月

2 0 1 3 年 2 月

2 0 1 4 年 2 月

2 0 1 6 年 2 月

2 0 1 7 年 2 月

2 0 1 7 年 5 月

2 0 2 0 年 5 月

2 0 2 1 年 2 月

当 社 入 社

当 社 取 締 役 営 業 推 進 室 長 就 任

当 社 取 締 役 営 業 推 進 室 長

兼 商 品 本 部 副 本 部 長 就 任

当 社 取 締 役 営 業 推 進 室 長

兼 経 営 戦 略 室 統 括 就 任

当 社 取 締 役 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 経 営 戦 略 室 統 括 就 任

当 社 取 締 役 商 品 本 部 長 就 任

当 社 常 務 取 締 役 商 品 本 部 長 就 任

当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 商 品 本 部 長 就 任

当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員

営 業 統 括 副 本 部 長 兼 商 品 本 部 長 就 任

1 9 8 8 年 3 月

2 0 1 5 年 5 月

2 0 1 7 年 2 月

2 0 1 7 年 5 月

2 0 2 0 年 2 月

2 0 2 3 年 2 月

2 0 2 3 年 5 月

当 社 入 社

当 社 G M S 営 業 部 長 就 任

当 社 S M 営 業 部 長 就 任

当 社 執 行 役 員 S M 営 業 部 長 就 任

当 社 執 行 役 員 滋 賀 第 三 営 業 部 長 兼 滋 賀 第 三 営 業 部 第 一 グ ル ー プ

マ ネ ー ジ ャ ー 就 任

当 社 上 席 執 行 役 員

店 舗 営 業 本 部 長 就 任

当 社 取 締 役 就 任

社 外 取 締 役

行 木 陽 子
な め き よ う こ

［ 選 任 理 由 ］

同 氏 は 、 長 年 に 渡 り コ ン ピ ュ ー タ 関 連 サ ー ビ ス 企 業 に お い て 、 ソ フ ト ウ ェ ア

事 業 、 グ ロ ー バ ル ・ ビ ジ ネ ス ・ サ ー ビ ス 事 業 の 責 任 者 と し て 従 事 し 、 情 報 シ ス

テ ム ・ デ ジ タ ル 分 野 に お け る 豊 富 な 知 識 ・ 経 験 を 有 し て い る た め 。

1 9 8 5 年 4 月

2 0 0 9 年 1 月

2 0 1 6 年 4 月

2 0 2 0 年 4 月

2 0 2 2 年 6 月

2 0 2 2 年 6 月

2 0 2 3 年 5 月

日 本 ア イ ・ ビ ー ・ エ ム 株 式 会 社 入 社

同 社 エ グ ゼ ク テ ィ ブI T ス ペ シ ャ リ ス ト 就 任

同 社 技 術 理 事 就 任

中 央 大 学 商 学 部 特 任 教 授 （ 現 任 ）

株 式 会 社 足 利 銀 行 社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 就 任 （ 現 任 ）

公 益 社 団 法 人 工 学 ア カ デ ミ ー 理 事 （ 現 任 ）

（ ジ ェ ン ダ ー 委 員 会 委 員 長 ）

当 社 取 締 役 就 任

1 9 8 1 年 4 月

2 0 1 3 年 2 月

2 0 1 6 年 5 月

2 0 1 9 年 5 月

2 0 2 0 年 5 月

2 0 2 0 年 9 月

2 0 2 1 年 2 月

2 0 2 2 年 2 月

当 社 入 社

当 社 S C 事 業 部 長

当 社 執 行 役 員 S C 事 業 部 長

当 社 取 締 役 S C 事 業 部 長 就 任

当 社 取 締 役 上 席 執 行 役 員

S C 事 業 部 長 就 任

当 社 取 締 役 上 席 執 行 役 員

開 発 本 部 長 兼 S C 事 業 部 長 就 任

当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員

開 発 本 部 長 兼 S C 事 業 部 長 就 任

当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 開 発 本 部 長 就 任

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役

1 9 8 0 年 4 月

1 9 8 4 年 7 月

1 9 8 6 年 4 月

1 9 9 2 年 7 月

2 0 0 0 年 9 月

2 0 0 3 年 9 月

2 0 0 7 年 4 月

2 0 2 2 年 5 月

2 0 2 3 年 4 月

運 輸 省 （ 現 国 土 交 通 省 ） 入 省

外 務 省 出 向

マ ッ キ ン  ゼ  ー ・ ア ン ド ・ カ ン パ  ニ  ー  

日 本 支 社 入 社

マ ッ キ ン ゼ ー ・ ア ン ド ・ カ ン パ ニ ー 日 本 支 社 パ ー ト ナ ー 就 任

米 国 ジ ョ ー ジ タ ウ ン 大 学 研 究 教 授

慶 應 義 塾 大 学 大 学 院 政 策 ・ メ デ ィ ア 研 究 科 特 別 研 究 教 授

慶 應 義 塾 大 学 総 合 政 策 学 部 教 授

当 社 取 締 役 就 任

慶 應 義 塾 大 学 名 誉 教 授

役 員 紹 介

ス キ ル マ ト リ ッ ク ス

氏 　 名

平 松 正 嗣

夏 原 行 平

夏 原 陽 平

小 杉 茂 樹

平 塚 善 道

上 山 信 一

行 木 陽 子

本 持 真 二

山 川 晋

髙 島 志 郎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

地 　 位

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員

取 締 役
専 務 執 行 役 員

取 締 役
常 務 執 行 役 員

取 締 役
常 務 執 行 役 員

取 締 役
上 席 執 行 役 員

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

経 営 全 般 財  務 ・ 会  計
人  事 ・ 労  務

ダ イ バ  ー  シ テ ィ
サ ス テ ナ
ビ リ テ ィ

サ プ ラ イ
チ ェ ー ン

営  業 ・
マ ー  ケ テ ィ ン グ

ガ バ ナ ン ス
情  報  シ  ス  テ  ム ・

D X

○

［ 選 任 理 由 ］

取 締 役 専 務 執 行 役 員

夏 原 行 平
な つ は ら こ う へ  い

取 締 役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

本 持 真 二
も と も ち し ん じ

社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

山 川 晋
や ま か わ す す む

髙 島 志 郎
た か し ま し ろ う

小 杉 茂 樹
こ す ぎ し げ き

上 山 信 一
う え や ま し ん い ち

ガ バ ナ ン ス

上 記 の 一 覧 は 、 取 締 役 の 有 す る す べ て の 知 見 を 表 す も の で は あ り ま せ ん 。

［ 選 任 理 由 ］

［ 選 任 理 由 ］
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ガ バ ナ ン ス

コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方

コ ー  ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス

当 社 は 、「 お 客 様 満 足 度 の 高 い 会 社 の 実 現 」「 社 員 満 足 度 の 高 い 会 社 の 実 現 」「 地 域 社 会 や 環 境 と の 共 生 を は か る 会 社 の 実 現 」

を 経 営 方 針 に 掲 げ 、 そ の 実 現 に よ っ て 、 社 会 に 貢 献 す る 会 社 と し て ス テ ー ク ホ ル ダ ー の 皆 さ ま の 期 待 に お 応 え す べ く 積 極 的 か つ

効 率 的 な 事 業 推 進 を は か っ て い ま す 。 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 と し て 社 内 ・ 社 外 の 取 締 役 、 監 査 等 委 員 の 連 携 の も と 経 営 チ ェ ッ ク

機 能 を 充 実 し 、 経 営 の 健 全 性 、 透 明 性 、 効 率 性 、 迅 速 性 を 意 識 し て 、 当 社 の 持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 向 上 を は か る こ と

を コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス の 基  本  的 な 考 え 方 と し て い ま す 。

当 社 の ガ バ ナ ン ス の 体 制

❶ 取 締 役 会

取 締 役 会 は 、 経 営 方 針 ・ 経 営 計 画 ・ 組 織 お よ び 規 則 に 関 す る 重 要 な

事 項 を 決 定 す る と と も に 、 業 務 執 行 状 況 を 監 督 し て い ま す 。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ）7 名 と 監 査 等 委 員 で あ る

取 締 役 3 名 の 計 1 0 名 で 構 成 さ れ て お り 、 毎 月 １ 回 開 催 し て い ま す 。

❷ 監 査 等 委 員 会

監 査 等 委 員 会 は 常 勤 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 １ 名 、 社 外 監 査 等 委

員 ２ 名 体 制 と し 、 委 員 会 は 定 期 開 催 し て い ま す 。 監 査 等 委 員 会 の 職 務

と し て 取 締 役 の 職 務 執 行 の 監 査 お よ び 監 査 報 告 の 作 成 、 監 査 等 委 員 以

外 の 取 締 役 の 選 解 任 ま た は 報 酬 等 に 対 す る 意 見 の 決 定 を 行 っ て い ま す 。

 ❸ 内 部 統 制 委 員 会

コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 事 項 全 般 に つ い て 情 報 収 集 や 対 策 を 立 案

し 、 そ の 内 容 を 委 員 長 に 報 告 ・ 指 示 を 受 け る 体 制 を 整 え て い ま す 。  四

半 期 に 一 度 開 催 し 、 社 長 が 委 員 長 と し て 各 本 部 長 、 経 営 企 画 部 長 、 財

務 部 長 、 総 務 部 長 、 関 連 事 業 部 長 、 情 報 シ ス テ ム 部 長 、 監 査 室 長 お よ び

委 員 長 の 指  名 す る 者 が 出 席 し て い ま す 。

❹ サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会 は 、「 環 境 セ ク タ ー 」「 地 域 活 性 化 セ ク タ ー 」

「 D EI 推 進 セ ク タ ー 」「 商 品 調 達 セ ク タ ー 」 の 各 部 会 で 構 成 さ れ て お り 、

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ の 重 要 課 題 に つ い て 、 取 組 目 標 や 進 捗 の 確 認 を 行 っ て

い ま す 。 社 長 を 委 員 長 と し 、 半 期 に 一 度 開 催 し て い ま す 。

❺ 指 名 ・ 報 酬 委 員 会

指 名 ・ 報 酬 委 員 会 は 、 取 締 役 会 の 諮 問 機 関 と し て 取 締 役 会 の 選 任

基 準 等 の 適 否 を 検 証 し 、 取 締 役 候 補 者 の 選 任 の 妥 当 性 を 確 認 し て い ま す 。

ま た 、 個 別 の 配 分 を 含 む 監 査 等 委 員 で な い 取 締 役 の 報 酬 額 に つ い て も

確  認  し て い ま す 。

コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス に 関 す る 仕 組 み

選 任 ・ 解 任 選 任 ・ 解 任
選 任 ・ 解 任

取 締 役 会
諮 問

答 申

監 査 連 携

監 査連 携 連 携

報 告

連 携

連 携

報 告

選 定 ・ 解 職 ・ 監 督 監 査

業 務 監 査

株 主 総 会

監 査 等 委 員 会指 名 ・ 報 酬 委 員 会 取 締 役
会 計 監 査 人

代 表 取 締 役

経 営 会 議

監 査 室 内 部 統 制 委 員 会

情 報 セ キ ュ リ テ ィ
部 会

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会❹

各 事 業 部 門 ・ 各 店 舗 グ ル ー プ 会 社

2 0 2 3 年 5 月 1 8 日 現 在※ 内 部 統 制 委 員 会 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 、 リ ス ク 管 理 等 企 業 統 治 全 般 を 担 う

環 境 セ ク タ ー
（ E M S 推 進 部 会 ・ プ ラ ス チ ッ ク 対 策 部 会 ・
  食 品 ロ ス 対 策 部 会 ・ エ ネ ル ギ ー 対 策 部 会 ）

地 域 活 性 化 セ ク タ ー
（ 地 域 健 康 部 会 ・ 地 域 活 性 化 部 会 ）

商 品 調 達 セ ク タ ー
（ 商 品 調 達 部 会 ）

D E I 推 進 セ ク タ ー
（ ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 推 進 部 会 ・ ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 部 会 ）

2 0 2 2 年 度 は 、 取 締 役 の 指 名 ・ 報 酬 等 に 係 る 取 締 役 会 の 機 能 の 独 立 性 、 客 観 性 と 説 明 責 任 を 強 化 す る た め 、 取 締 役 会 の 任 意 の

諮 問 機 関 で あ る 指 名 ・ 報 酬 委 員 会 を 設 置 し ま し た 。 委 員 会 は 、 当 社 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 、 専 務 取 締 役 執 行 役 員 と 社 外 取 締 役

（ 監 査 等 委 員 を 含 む ） ３ 名 の 計 ５ 名 で 構 成 し て お り 、 審 議 内 容 は 、 社 外 取 締 役 の 独 立 性 判 断 基 準 お よ び 取 締 役 の 選 任 ・ 解 任 基 準 の

制 定 、 次 期 取 締 役 後 者 の 立 案 、 ス キ ル マ ト リ ッ ク ス の 見 直 し 、 役 員 賞 与 、 次 期 役 員 報 酬 の 立 案 等 を 行 い 、 取 締 役 会 に 提 案 し ま し た 。

今 後 も 指 名 ・ 報 酬 の 決 定 に 関 し て 社 外 取 締 役 よ り 客 観 的 な 視 点 を 入 れ る こ と に よ り 取 締 役 会 の 監 督 強 化 を は か り ま す 。

指 名 ・ 報 酬 委 員 会 の 新 設

当 社 は 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 に 取 締 役 会 に お け る 議 決 権 を 付 与 す る こ と で 監 査 ・ 監 督 機 能 と コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 体 制 の

一 層 の 強 化 を は か る た め 、 2 0 1 6 年 ５ 月 に 監 査 役 会 設 置 会 社 か ら 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に 移 行 し ま し た 。

現 状 の ガ バ ナ ン ス 体 制 の 概 要 お よ び 現 状 の ガ バ ナ ン ス 体 制 を 選 択 し て い る 理 由

構 成 　 1 0 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 1 4 回

（ う ち 社 外 取 締 役 3 名 ） 構 成 　 3 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 1 4 回

（ う ち 社 外 取 締 役 2 名 ）

構 成 　 1 5 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 4 回

構 成 　 1 7 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 2 回

構 成 　 5 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 7 回

❻ 経 営 会 議

経 営 会 議 は 、 取 締 役 会 か ら 委 任 さ れ た 事 項 、 取 締 役 会 に 付 議 す べ き

事 項 お よ び 取 締 役 会 の 決 定 し た 方 針 に も と づ く 当 社 の 全 般 的 な 業 務

執 行 方 針 、 計 画 な ら び 重 要 な 業 務 の 実 施 に 関 す る 協 議 、 決 定 お よ び

取 締 役 会 へ の 報 告 を 行 っ て い ま す 。

経 営 会 議 は 、 社 長 が 議 長 と な り 、 各 本 部 長 、 そ の 他 社 長 の 指 名 す る

者 で 構 成 さ れ て お り 、 監 査 等 委 員 も 出 席 し て い ま す 。 ま た 、 経 営 会 議 は

原 則 月 3 ～ 4 回 開 催 し て い ま す 。

構 成 　 6 名

2 0 2 2 年 度 開 催 回 数 　 4 7 回

❶

❺ ❷

❸

❻

（ う ち 社 外 取 締 役 3 名 ）
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当 社 は 、 社 外 取 締 役 お よ び 社 外 取 締 役 候 補 者 が 、 次 の い ず れ の 事 項 に も 該 当 し な い と 判 断 さ れ る 場 合 、 独 立 性 を 有 し て い る も

の と  判  断  し て い ま す 。

（ 1 ） 当 社 の 社 会 的 な 責 任 ・ 使 命 を 十 分 に 理 解 し 、 高 い 自 己 規 律 に 基 づ い て 、 経 営 管 理 お よ び 事 業 運 営 を 公 正 ・ 的 確 に

遂 行 で き る 者 。

（ 2 ） 公 正 か つ 客 観 的 な 立 場 か ら 取 締 役 の 職 務 執 行 を 監 督 ・ 監 査 し 、 経 営 の 健 全 性 お よ び 透 明 性 の 向 上 に 貢 献 で き る 者 。

（ 1 ） 以 下 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 。

　 　 ① 社 外 取 締 役 と し て の 在 任 期 間 が 1 0 年 を 超 え る 者 。

　 　 ② 当 社 を 含 め 6 社 以 上 の 上 場 企 業 の 社 外 取 締 役 ま た は 監 査 役 を 兼 任 し て い る 者 。

　 　 ③ 前 年 度 の 取 締 役 会 へ の 出 席 率 が 7 5 ％ に 満 た な い 者 。

（ 2 ） 独 立 社 外 取 締 役 に お い て は 、 当 社 の 独 立 性 判 断 基 準 の 要 件 を 満 た す 者 。

社 外 取 締 役 の 独 立 性 判 断 に 関 す る 事 項

取 締 役 の 選 定 に あ た っ て は 、「 取 締 役 の 選 任 ・ 解 任 基 準 」 を 定 め る と と も に 、 公 正 性 確 保 の た め 、 社 内 に 設 置 し た 任 意 の 機 関 で

あ る 指 名 ・ 報 酬 委 員 会 に お い て 審 議 し 、 そ の 答 申 を 受 け て 取 締 役 会 で 決 定 し て い ま す 。

取 締 役 の 選 解 任 に 関 す る 事 項

当 社 の 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ） の 報 酬 体 系 は 、 役 位 ご と の 役 割 に 応 じ て 決 定 し 、 毎 月 定 額 支 給 す る 固 定 報 酬 お よ び

単 年 度 に お け る 業 績 目 標 の 結 果 に 応 じ て 支 給 額 を 決 定 し 年 １ 回 支 給 す る 業 績 連 動 報 酬 で 構 成 し て い ま す 。 ま た 、 監 査 等 委 員 で あ る 取

締 役 の 報 酬 体 系 は 、 監 査 の 中 立 性 と 独 立 性 を 確 保 す る た め 、 固 定 報 酬 の み で 構 成 し て い ま す 。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ） の 個 人 別 の 固 定 報 酬 お よ び 業 績 連 動 報 酬 は 、 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 が 、 設 計 し た 制 度

に 沿 っ て 作 成 し た 案 を 任 意 の 諮 問 機 関 で あ る 指 名 ・ 報 酬 委 員 会 に 諮 問 し 、 そ の 答 申 内 容 を 踏 ま え て 取 締 役 会 で 決 議 を し て い ま す 。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ） の 固 定 報 酬 は 、 代 表 権 が あ る 場 合 支 給 さ れ る 代 表 権 給 、 執 行 給 お よ び 監 督 給 で 構 成 さ れ 、

役 位 ご と の 役 割 に 応 じ て 月 額 固 定 報 酬 と し て 支 給 し て い ま す 。 ま た 、 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ） に お い て 業 務 執 行 を

行 わ な い 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 含 む ） の 報 酬 は 、 監 督 給 の み 固 定 報 酬 と し 、 月 額 固 定 報 酬 と し て 支 給 し て い ま す 。 監 査 等 委 員 で あ る

取 締 役 の 報 酬 は 、 各 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 役 職 ・ 職 責 に 応 じ て 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 協 議 に よ っ て 決 定 し て い ま す 。

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く ） の 業 績 連 動 報 酬 は 、 事 業 年 度 ご と の 業 績 向 上 に 対 す る 意 識 を 高 め る た め に 業 績 指 標

（ K PI ） を 反 映 し た 現 金 報 酬 と し 、 毎 年 一 定 の 時 期 に 賞 与 と し て 支 給 し て い ま す 。

役 員 報 酬 に 関 す る 事 項

当 社 の 政 策 保 有 株 式 は 、 事 業 上 の 取 引 関 係 強 化 や 地 域 共 創 や 社 会 発 展 へ の 貢 献 ・ 協 力 、 ま た 同 業 他 社 と の 経 営 戦 略 の 一 環 な ど 、

当 社 の 企 業 価 値 の 向 上 に 資 す る と 判 断 し た 投 資 株 式 を 保 有 す る こ と と し て い ま す 。 事 業 上 の 取 引 に は 、 メ ー カ ー や 仕 入 先 に つ い て は

商 品 調 達 、 金 融 機 関 に つ い て は 資 金 調 達 や 出 店 候 補 地 の 紹 介 ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ 、 同 業 他 社 に つ い て は 情 報 交 換 や ノ ウ ハ ウ の 利 用 な

ど 有 益 な 効 果 が 得 ら れ る 投 資 株 式 を 今 後 も 保 有 し て い く 方 針 で す 。

な お 、 取 引 規 模 の 縮 小 な ど 期 待 効 果 が 得 ら れ ず 保 有 目 的 の 合 理 性 が 乏 し い と 判 断 し た 場 合 は 、 保 有 先 企 業 と の 対 話 を 行 い 理 解 を

得 た 上 で 売 却 を 進 め る こ と と し て い ま す 。

政 策 保 有 株 式 の 保 有 方 針

コ ン プ ラ イ ア ン ス

当 社 は コ ン プ ラ イ ア ン ス の 維  持 や リ ス ク 管  理  、 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 、 セ ク シ ャ ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 、 接  客  教  育 の 「 し つ け 、 身 だ し な み 」

な ど を 周 知 徹 底 す る た め 、 従 業 員 全 員 に 項 目 別 に 重 要 ポ イ ン ト を ま と め た 手 帳 タ イ プ の 「 平 和 堂 マ ニ ュ ア ル 」 を 配 付 し て い ま す 。 こ の

マ ニ ュ ア ル に は 「 わ た し た ち の 行 動 基 準 」 と い う 業 務 全 般 に お い て 遵 守 す べ き 事 項 が 記 載 さ れ て お り 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 行 動

規 範 を 周 知 す る と と も に 、 一 人 ひ と り の 意 識 を 高 め て い ま す 。

ま た 、 法 令 遵 守 と 企 業 倫 理 確 立 の た め の 制 度 と し て 、 内 部 統 制 委 員 会 を 設 置 し て お り 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 事 項 全 般 に つ い て

情 報 収 集 や 対 策 を 立 案 し 、 代 表 取 締 役 に 報 告 、 指 示 を 受 け る 社 内 体 制 を と っ て い ま す 。 そ の ほ か 「 個 人 情 報 保 護 法 」 の 遵 守 や 「 独 占

禁 止 法 」 に 関 す る 納 入 業 者 と の 公 正 な 取 引 を 遵 守 す る た め の 窓 口 と し て 事 務 局 を 設 置 し て い ま す 。

当 社 は 「 公 益 通 報 者 保 護 規 程 」 に よ り 、 相 談 ・ 通 報 体 制 を 設 け て お り 、 グ ル ー プ 全 体 の 内 部 統 制 の 取 組 み と し て 、 法 令 ・ 社 会 規 範 ・

社 内 規 程 に 違 反 す る 行 為 の 防 止 と 早 期 発 見 、 早 期 是 正 、 再 発 防 止 を 目 的 と し て 、 当 社 従 業 員 を 対 象 と し た 通 報 窓 口 「 平 和 堂 ク リ ー ン

ラ イ ン 」 を 設 置 し 、 人 権 問 題 等 の 相 談 窓 口 と し て 「 人 権 ホ ッ ト ラ イ ン 」 を 設 置 し て い ま す 。 グ ル ー プ 各 社 の 従 業 員 に 対 し て も 社 外 通 報

窓 口 と し て 「 顧 問 弁 護 士 事 務 所 」 を 活 用 し 、 グ ル ー プ 全 体 の 通 報 窓 口 と し て も 運 用 す る こ と に よ り 内 部 通 報 体 制 を 整 備 し て い ま す 。

内 部 通 報 体 制

１ . 当 社 の 取 締 役 候 補 者 は 、 以 下 の 要 件 を 満 た す 者 か ら 選 任 す る 。

２ . 当 社 の 社 外 取 締 役 候 補 者 は 、 以 下 の 要 件 を 満 た す 者 か ら 選 任 す る 。

（ 1 ）  会 社 法 第 3 3 1 条 第 1 項 に 該 当 も し く は 定 款 違 反 、 ま た は 公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 を し た 場 合 。

（ 2 ）  職 務 懈 怠 等 に よ り 、 取 締 役 と し て の 責 務 を 果 た し て い な い と 取 締 役 会 が 認 め た 場 合 。

３ . 当 社 取 締 役 が 以 下 の い ず れ か の 要 件 に 該 当 す る 場 合 、 解 任 に 向 け た 所 定 の 手 続 き を と る

取 締 役 の 選 任 ・ 解 任 基 準

社 外 取 締 役 の 独 立 性 判 断 基 準

１ . 現 在 ま た は 過 去 1 0 年 間 に お い て 、 当 社 お よ び 当 社 の 連 結 子 会 社 （ 以 下 「 当 社 グ ル ー プ 」 と い う 。 ） の 業 務 執 行 者 ※ １ に

該 当 す る 者 。

２ . 現 在 ま た は 過 去 ３ 年 間 に お い て 、 当 社 グ ル ー プ の 主 要 な 取 引 先 ※ ２ ま た は 当 社 グ ル ー プ を 主 要 な 取 引 先 と す る 企 業 等 の

業 務 執 行 者 に 該 当 す る 者 。

３ . 現 在 ま た は 過 去 3 年 間 に お い て 、 当 社 の 大 株 主 ※ ３（ 当 該 大 株 主 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 当 該 法 人 の 業 務 執 行 者 ） ま た は

当 社 グ ル ー プ が 大 株 主 で あ る 企 業 等 の 業 務 執 行 者 に 該 当 す る 者 。

４ . 弁 護 士 、 公 認 会 計 士 、 税 理 士 そ の 他 コ ン サ ル タ ン ト に 該 当 す る 者 で 、 当 社 グ ル ー プ か ら 役 員 報 酬 以 外 に 報 酬 を 受 け て い る

者 、 ま た は 、 そ の 者 が 所 属 す る 法 人 等 に お い て 、 当 社 グ ル ー プ か ら 役 員 報 酬 以 外 に 多 額 の 金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益

（ 過 去 ３ 事 業 年 度 の 平 均 で 年 間 1, 0 0 0 万 円 ま た は 当 該 法 人 等 の 過 去 ３ 事 業 年 度 の 平 均 連 結 売 上 高 （ 年 間 総 収 益 額 ） の

２ ％ の い ず れ か 高 い 方 の 額 ） を 得 て い る 場 合 。

５ . 現 在 ま た は 過 去 3 期 の い ず れ か の 事 業 年 度 に お い て 、 当 社 グ ル ー プ か ら 年 間 1, 0 0 0 万 円 を 超 え る 額 の 寄 付 を 受 領 し て

い る 者 ま た は 寄 付 を 受 領 し て い る 法 人 ・ 団 体 等 の 業 務 執 行 者 に 該 当 す る 者 。

６ . 現 在 ま た は 過 去 ３ 年 間 に お い て 、 当 社 グ ル ー プ の 会 計 監 査 人 で あ る 監 査 法 人 に 所 属 す る 者 。

７ . 上 記 各 号 の い ず れ か に 揚 げ る 者 の ２ 親 等 以 内 の 親 族 。

※ １  「 業 務 執 行 者 」 と は 、 当 社 グ ル ー プ お よ び 取 引 先 の 取 締 役 （ 社 外 役 員 を 除 く ） 、 執 行 役 お よ び 執 行 役 員 を い い ま す 。

※ ２  「 主 要 な 取 引 先 」 と は 、 当 社 と 取 引 先 と の 間 の 取 引 金 額 が 、 年 間 売 上 高 の ２ ％ を 超 え る 取 引 先 を い い ま す 。

※ ３  「 大 株 主 」 と は 、 発 行 済 株 式 総 数 の １ ０ ％ 以 上 を 保 有 す る 株 主 を い い ま す 。

固 定 報 酬

業 績 連 動 報 酬
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